
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会 

(公社)全国宅地建物取引業保証協会兵庫本部 

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通 5-5-26 

TEL:078-382-0141 FAX:078-351-0164 

発行人/山端和幸 編集人/久保満則 

ホームページ：http://www.htk.or.jp 

E-Mail：htk@htk.or.jp 

下記内容で実施しますのでお電話でお申込み下さい。 

お申込みは１会員につき１名のみでお願いします。 

ＴＥＬ：０７８－３８２－０９７７（担当：中嶋・磯野） 

◆ 時間：１３：３０～１６：３０ （３時間） 

◆ 場所：兵庫県不動産会館４階パソコン教室 

間取作成＆レインズ＆ハトマーク 
「まどりっくすＡＤ－１」を使って間取を作
成し、作成した間取図を使って近畿レイン
ズとハトマークサイトに物件を登録します。 

 

24日 

 

１０名 

10月 研 修 内 容 定 員 

平成 26年度違反建築防止週間の実施について 

建築物の安全性確保等を図るための取組みの一環として、平成

26年 10月 15日(水)から 21日(火)までの間を「違反建築防止週

間」とし、建築基準法等関係法令の内容、諸手続等についての普及

啓発を図るとともに、違反建築物の是正及びその発生予防のため、兵

庫県および特定行政庁が 10月 16日（木）を重点に建築パトロー

ルを実施します。詳しくは兵庫県 HP をご覧下さい。 
 

平成 26年 8月豪雨災害に対する緊急対策の実施について 
 
兵庫県から、平成２６年８月に発生した豪雨災害により被災さ

れた方の次の項目に係る再交付手数料を免除する旨通知がありま

したので、お知らせいたします。 

 

１．免除される手数料(宅地建物取引業法関係) 

 (1) 宅地建物取引業者免許証再交付手数料 

 (2) 宅地建物取引主任者証再交付手数料 

 

２．対象者及び減免割合 

 (1) 対象者   

・全壊、大規模半壊の被害を受けた方  

・半壊、床上浸水、一部損壊（※１）の被害を受けた方 

※床上浸水（損害割合 10％以上 20％未満）又は一部損

壊（損害割合 10％以上 20％未満） 

(2) 減免対象 被災した日から平成２７年３月末日までの申請 

(3) 減免割合 全額 

(4) 申請方法等の問い合わせ先 

 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課 

土地対策室土地対策班 担当：島谷 

ＴＥＬ ０７８－３６２－３６１２（直通） 

 

※既に手数料を納付し手続きを行った方については、手数料を 

還付します。 

※申請については、り災証明書原本の提示が必要となります。 

神戸市有識者会議のご案内 
神戸市主催による「第２回今後の神戸市の人口動態に関する有

識者会議」が下記の日程で開催されます。詳細は神戸市ホームページ

をご覧ください。参加費は無料です。 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/committee/inno

vation/population/index.html 

（「今後の神戸」で検索、人口動態に関する有識者会議ページより申

込フォームへ） 

 

日時：平成 26年 10月 22日（水） 16:30～18:３０ 

場所：神戸芸術センター２階 芸術劇場 

    神戸市中央区熊内橋通７－１－１３ 

問い合わせ：神戸市総合コールセンター 078-333-3330 

                     （申込は受付けしておりません） 

定員３００名（先着順 参加費無料） 

 

レインズに掲載されている物件情報は、登録業者の承諾なく
インターネットや折込チラシ等で広告することは規定により禁止さ
れています。 
違反した場合は『公益社団法人近畿圏不動産流通機構処

分規定』により処分されることがありますのでご注意下さい。 
「広告掲載・宣伝告知承諾依頼書」は物件検索結果一覧画
面や近畿レインズＴＯＰページからＰＤＦファイルでダウンロード
することができます。 
詳細は近畿レインズホームページをご覧下さい。 
（http://www.kinkireins.or.jp/） 

 

http://www.kinkireins.or.jp/

